
土木建築委員会会議記録 

 

土木建築委員長  古手川 正治   

 

１ 日 時 

   令和６年１２月１０日（火） 午後１時３１分から 

                 午後３時１８分まで 

 

２ 場 所 

   第１委員会室 

 

３ 出席した委員の氏名 

古手川正治、森誠一、志村学、桝田貢、原田孝司、玉田輝義、澤田友広 

 

４ 欠席した委員の氏名 

   な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   今吉次郎 

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

土木建築部長 五ノ谷精一 ほか関係者 
 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

（１）第１０８号議案のうち本委員会関係部分、第１１６号議案、第１１７号議案、第１１８

号議案及び第１１９号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定

した。 

（２）第１０９号議案のうち本委員会関係部分については、可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに全会一致をもって決定した。 

（３）新たな大分県土木建築部長期計画の素案について、新たな大分県地域強靱化計画の素案

について、おおいたの道構想２０２４（素案）について及び大分港港湾脱炭素化推進計画

（案）についてなど、執行部から報告を受けた。 
（４）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

１０ 担当書記  

   議事課委員会班    主任 小野佐和子 

   政策調査課調査広報班 主査 甲斐雅俊 
 
 
 



土木建築委員会次第 
 

日時：令和６年１２月１０日（火）１３：３０～ 

場所：第１委員会室             

 
１ 開  会 
 
 
２ 土木建築部関係                      １３：３０～１５：２０ 
（１）合い議案件の審査 

第１０９号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 
（付託委員会：総務企画委員会） 

（２）付託案件の審査 
第１０８号議案 令和６年度大分県一般会計補正予算（第４号）（本委員会関係部分） 
第１１６号議案 工事請負契約の変更について（一般国道２１２号 藤山トンネル工事） 
第１１７号議案 工事請負契約の変更について（大分港大在地区コンテナクレーン１号

機更新工事） 
第１１８号議案 宅地造成及び特定盛土等規制法による規制区域の指定に伴う関係条例

の整備について（総務企画・福祉保健生活環境委員会へ合い議） 
第１１９号議案 工事請負契約の締結について（都市計画道路 庄の原佐野線 街路改

築工事） 
（３）諸般の報告 

①新たな大分県土木建築部長期計画の素案について 
  ②新たな大分県地域強靱化計画の素案について 

③おおいたの道構想２０２４（素案）について 
④令和６年台風第１０号に関する災害対応の進捗状況について 
⑤大分港港湾脱炭素化推進計画（案）について 
⑥都市計画道路庄の原佐野線下郡高架橋下部工工事の進捗状況について 

（４）その他 
 
 
３ 協議事項                         １５：２０～１５：３０ 
（１）閉会中の継続調査について 
（２）その他 
 
 
４ 閉  会 
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別紙 

会議の概要及び結果 

古手川委員長 ただいまから、土木建築委員会 

を開きます。 

また、本日は委員外議員として今吉議員が出

席しています。委員外議員の方が発言を希望す

る場合は、委員の質疑の終了後に挙手し、私か

ら指名を受けた後、長時間にわたらないよう要

点を簡潔に御発言願います。 

まず審査に先立ち、執行部から発言したい旨

の申出があったので、これを許します。 

五ノ谷土木建築部長 古手川委員長をはじめ、

土木建築委員会の皆様、また本日委員外議員と

して御出席の今吉議員におかれては、平素から

土木建築行政の推進に向け格別な御高配、御理

解をいただき、厚く御礼申し上げます。 

また、令和６年台風第１０号の被害により東

九州自動車道の臼杵ＩＣ―津久見ＩＣ間が約２

キロメートル通行止めになりました。皆様には

ＮＥＸＣＯ西日本等に様々な対応をしていただ

き、大規模な法面崩壊でしたが、お陰様で通行

止めも２か月弱で解除になりました。こちらに

ついても御礼を申し上げます。 

 また土木建築委員会の皆様におかれては、９

月３０日から１０月１日の２日間にわたって、

九州中央自動車道と中九州横断道路について県

外所管事務調査を行ったと聞いています。中九

州横断道路に関しては、特にＴＳＭＣの進出に

関連した地域交通の現状について、熊本河川国

道事務所から説明を受けたと思います。中九州

横断道路については、九州中央３県議員連盟の

会長を務める森副委員長に先頭に立って取り組

んでいただいていますが、私どもも熊本県と連

携し、しっかり事業の促進に尽力したいと考え

ています。土木建築委員会の皆様にも我々の背

中を押していただけるよう御活躍いただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 今議会において、日田市の国道３８６号三郎

丸橋の改良復旧や令和６年台風第１０号に係る

災害復旧に関する補正予算を提案しています。

被災の多かった箇所については、ほかの所属か

ら応援職員を集めて順次災害査定を受けていま

す。来週に災害査定が終わり次第、工事を発注

し１日も早い復旧・復興を目指したいと思うの

で、よろしくお願いします。 

 また、土木建築部からは令和６年度大分県一

般会計補正予算（第４号）のほか、工事請負契

約の変更についてなど６件の議案の審査をお願

いしています。これに加え、新たな大分県土木

建築部長期計画の素案についてなど６件につい

て報告します。 

慎重に御審査の上、賛同いただくようお願い 

します。 

 そして最後に、ＢＬＯＣＫＳとオレンジ色で

書かれたお手元のチラシを御覧ください。大分

県建設産業女性活躍加速化促進事業として、来

年２月１日午後１時半からホテル日航大分オア

シスタワー５階、孔雀の間において、建設業界

で働く女性の成果発表会を開催する予定です。

お手隙の時間があれば、建設業界で働く女性が

どういった仕事をやっているか、どうやって自

分で学びの場をつくっているかなど是非聞いて

いただければと思います。日程が近づいたら改

めて御案内するので、よろしくお願いします。 

古手川委員長 それでは審査に入ります。 

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案５件、総務企画委員会から合い議のあった

議案１件です。 

まず、合い議案件の審査を行います。 

第１０９号議案大分県使用料及び手数料条例

の一部改正についてのうち、本委員会関係部分

について執行部の説明を求めます。 

秋月都市・まちづくり推進課長 第１０９号議

案大分県使用料及び手数料条例の一部改正につ

いてのうち、租税特別措置法関係事務の手数料

改正について説明します。 

 資料の２ページを御覧ください。 

本改正は、特定の民間再開発事業に対する租

税特別措置法の特例措置廃止に伴い、認定事務

手数料を廃止するものです。租税特別措置法で
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は、特定の条件を満たしたものに対して税負担

の軽減・加重を行う措置を定めています。その

うち民間事業者等が防火性の向上等を図るため

土地を一つにまとめて建物を集約し、広場等の

空地を設ける特定の民間再開発事業において、

知事等の認定を受けることで、当該事業のため

の土地等の譲渡に係る所得税の減免が措置され

ていました。 

しかし近年、日本全国で当該制度の活用実績

がないことから租税特別措置法等が一部改正さ

れ、本制度が廃止となりました。なお、本県に

おいても近年の同制度の活用実績はありません。 

施行日については公布の日としています。 

伊東建築住宅課長 第１０９号議案大分県使用

料及び手数料条例の一部改正についてのうち、

建築関係法律事務の手数料改正について説明し

ます。 

資料の３ページを御覧ください。 

まず１背景についてです。脱炭素社会の実現

に向け、建築物の省エネ対策の強化及び建築規

制の合理化を図るため、関係する二つの法律が

改正されました。 

その下、２法改正等の概要について、一つ目

が（１）建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律です。まず①のとおり、法改正に

より住宅を含め原則全ての建築物に省エネ基準

への適合が義務付けられました。またその下、

住宅の省エネ性能の評価方法では、今回これま

での仕様基準と計算プログラムに仕様基準と計

算プログラムを併用する方法が追加されました。

次に②のとおり、さきほどの評価方法を準用し

ているアとイ、二つの認定の評価方法も同様に

変更されました。また③のとおり、建築物省エ

ネ性能認定が廃止されました。これは、本認定

制度を包含する新たな制度が令和６年４月から

始まったことにより不要となったためです。 

次に二つ目の（２）建築基準法について、④

の図に示すとおり、建築士が設計した場合に一

部規定の確認・検査を省略できる規模が見直さ

れ、全ての規定の審査を必要とする対象が拡大

されました。これは、太陽光パネルなど省エネ

設備の設置による建物の重量化に伴い高度な構

造計算が必要となるため、審査体制を強化する

ものです。また、⑤のとおり仕様基準による省

エネ性能の適合性が建築確認の審査項目に追加

されたほか、⑥のとおり完了検査の検査項目に

省エネ性能の適合性が追加され、検査体制の強

化が図られました。以上二つの法律の改正に伴

い、手数料条例を改正します。 

次に３条例改正の概要を御覧ください。一つ

目が（１）建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律関係事務です。なお、この①は

上段で説明した①の項目と対応しており、⑥ま

で同様です。まず①では、住宅の省エネ性能適

合性判定手数料を新設します。例に示すとおり、

２階建て延べ床面積１５０平方メートルの一戸

建て住宅を計算プログラムにより評価する場合、

手数料は３万２，１００円としています。②で

は、住宅の省エネ性能の評価方法を準用してい

る二つの手数料を新設します。①と同規模の住

宅の場合、ア建築物省エネ性能向上計画認定手

数料は２万４千円、イ低炭素建築物新築等計画

認定手数料は２万８，８００円としています。

③では、建築物省エネ性能認定手数料を廃止し

ます。 

次に二つ目の（２）建築基準法関係事務を御

覧ください。④では、延べ床面積５００平方メ

ートル未満の建築物における建築確認申請・各

検査手数料を改正します。①と同規模の住宅の

場合、確認及び検査手数料はそれぞれ記載のと

おりです。⑤では、建築確認時に仕様基準によ

る省エネ性能の適合性審査を行う場合の手数料

を新設します。①と同規模の住宅の場合、１万

２千円としています。⑥では、完了検査時に省

エネ性能の適合性検査を行う場合の手数料を新

設します。①と同規模の住宅の場合、４千円と

しています。なお手数料については、国が示し

た標準審査時間や所要時間の実態から算定して

います。 

最後に４施行期日については、改正法の施行

日である令和７年４月１日としています。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 
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原田委員、省エネ性能って何ですかと聞かな

くて良いですか。（「聞こえましたか。じゃあ、

ちょっとお願いします」と言う者あり）ざっく

りとで良いので、伊東建築住宅課長、省エネ性

能について説明いただけると。 

伊東建築住宅課長 法で言う省エネ性能には大

きく二つの項目があり、一つは建物の熱の出入

りのしやすさを評価する建物の外皮性能です。

具体的には、壁に入れる断熱材の厚み、サッシ

が複層ガラスであれば熱の出入りがしにくい等

があり、その性能を評価します。もう一つは、

建物内で照明やエアコンなどの化石燃料を使う

家電製品が消費するエネルギーです。この二つ

の項目で建物を評価します。 

 省エネ基準と言われる一つの基準、外皮性能

と化石燃料を使う１次エネルギー性能ですが、

まずは今年４月から、それぞれが基準値以下に

ならなければならないことになります。 

古手川委員長 丁寧にありがとうございました。 

ほかに御質疑はありませんか。 

志村委員 この建築基準法の事務申請手数料で

すが、これは誰かに委託するんですかね。 

伊東建築住宅課長 委託はしていません。もと

もと同じ事務を一般財団法人大分県建築住宅セ

ンターや日本ＥＲＩ株式会社の大分支店など民

間確認検査機関が行っており、また行政では大

分県や建築主事を置く大分市、別府市などの大

きな６市が実施しています。その行政と民間確

認検査機関で行っている事務については、引き

続き事務をやっていくことになります。 

志村委員 料金を改正してプラスする要因は何

なんですかね。 

伊東建築住宅課長 プラスする要因としては、

まず省エネ性能の向上に伴い、確認検査の中で

それらの省エネ性能が実際に向上しているかを

審査することになるためです。 

 また資料（２）建築基準法について、これま

で５００平方メートル２階建て未満の建物につ

いては、建築士が設計した場合には、審査側が

構造等の一部規定の審査を省略できる特例措置

がありました。それが、建物の省エネ性能を向

上させるに伴って、屋根に太陽光発電設備を載

せるなど構造を丈夫にしないといけなくなる、

新たな構造の強化という要素が出てきます。そ

のため、これまで特例対象としていた範囲を５

００平方メートル２階建てから２００平方メー

トル平家まで下げることで、そこの特例がなく

なり審査項目が増えるので、その点で手数料を

上げるものです。 

志村委員 その説明はさきほど聞いたんですけ

どね。要は原材料が高くなったということじゃ

なくて、人件費ですから。つまり言いたいのは、

物価高って分かっているじゃないですか。せめ

て公共料金だとかをこの際一度に上げることは

いかがなものかと思うよね。 

 今回、公務員の給料も上がる――人件費につ

いてもちゃんと上げているわけですからね。委

託だけだったら、その原材料費とか、何かを仕

入れしなくちゃいけないとかでその分を上げる

のは分かるけども、そうじゃないわけですよね。

少し丁寧に見る、あるいは厳しく見るというこ

となので。だからそれに乗じて上げるところが、

やっぱり公共料金の在り方については慎重に考

えるべきだと私は思いますね。反対することで

はないですが、国がこうだからこうだではなく

て、やっぱりこの物価高の背景を考えてほしい

と思う。 

伊東建築住宅課長 今回の手数料の算定におい

ては、全国的にこのような算定手法を取ってほ

しいと国から示されたものですが、その示され

た幅の中で、他県に比べてなるべく最低限のラ

インで庁内協議を行い、そのような設定をして

います。 

志村委員 国が決めたからと言えばもうそれで

終わりなんだけども、そうじゃなくて、もう少

し県民に向いたことを考えてほしいという思い

です。 

古手川委員長 ほかに御質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 さきほどの志村委員の質疑につ

いては、これからいろんなケースが増えてくる
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と考えられるので、是非注視してもらいたいと

思います。よろしくお願いします。 

ほかに御質疑等もないので、これより採決に

入ります。 

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと総務企画委員会に

回答することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 御異議がないので、本案のうち

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと総務企画委員会に回答すること

に決定しました。 

以上で合い議案件の審査を終わります。 

次に、付託案件の審査を行います。 

第１０８号議案令和６年度大分県一般会計補

正予算（第４号）のうち、本委員会関係部分に

ついて執行部の説明を求めます。 

五ノ谷土木建築部長 第１０８号議案に係る土

木建築部関係の歳出予算の補正内容について説

明します。 

 資料の４ページを御覧ください。 

 令和６年度１１月補正予算説明資料（土木建

築部）の左上、１補正予算額の表に黄色で色付

けしている計欄を御覧ください。既決予算額（

Ａ）９８６億７，８６１万４千円に対し、その

右、今回補正予算額（Ｂ）として赤枠で囲って

いる８４億１，４３９万１千円の増額をお願い

するものです。さらにその右、補正後現計額（

Ｃ）のとおり、補正後の土木建築部一般会計歳

出予算総額は１，０７０億９，３００万５千円

となります。 

次に赤枠内、補正予算額の内訳についてです。

水色で色付けしている公共事業欄に記載のとお

り、今回の補正予算額８４億１，４３９万１千

円は全て公共事業です。そのうち災害関連事業

費が４億１，９８０万円、災害復旧事業費が７

９億９，４５９万１千円となっています。 

続いて下の表、２補正事業の内容について説

明します。欄外のコメ印に記載のとおり、表の

左から３列目、予算額の３段書きの数字は上段

括弧書きが既決予算額、中段が今回の補正予算

額、下段が累計額となります。 

まず、一番上の土木施設災害復旧事業です。

本事業は、被災した道路や河川などの公共土木

施設の原形復旧を行う経費として７９億９，４

５９万１千円の増額をお願いするものです。 

次に２番目の（公）道路災害関連事業です。

本事業は災害の再発防止のため、日田市の三郎

丸橋において橋梁の架け替えや河道拡幅等の機

能強化を行う経費として４億１，９８０万円の

増額をお願いするものです。 

今回の補正予算は、令和６年台風第１０号な

どによる大雨災害により被災した公共土木施設

に係る災害復旧費・改良費の増額をお願いする

ものです。冒頭の挨拶でも申しましたが、土木

建築部では職員一丸となって、今回の災害から

の１日も早い復旧・復興に向け、全力で取り組

んでいきます。 

 この後、債務負担行為及び繰越明許費につい

ては土木建築企画課長から説明するので、御審

査のほどよろしくお願いします。 

大谷土木建築企画課長 続いて、債務負担行為

について説明します。 

資料の５ページを御覧ください。 

３債務負担行為の補正についてです。まず、

一般会計（追加分）を御覧ください。ゼロ県債

については、債務負担行為の積極的な活用によ

り、公共工事の施工時期の平準化とともに防災

効果の早期発現を図るため、出水期に備えた河

床掘削や危険な法面の対策等を実施する事業に

対し、右側の記載のとおり一般会計で２１事業

４５億円の設定をお願いするものです。 

続いて下段、一般会計（変更分）を御覧くだ

さい。土木施設災害復旧事業です。今回、補正

予算額にあわせて債務負担行為の変更をお願い

するものです。表中ほどの補正欄のとおり、限

度額１４億円の増額となっています。 

続いて、資料の６ページを御覧ください。 

４繰越明許費（限度額）について説明します。

今回、繰越明許費を設定するのは災害関連・災

害復旧事業です。発注時に適切な工期を確保す

る必要がある事業について、表の太枠に記載の

とおり、一般会計の公共事業における追加分２

事業で８４億４千万円、変更分１事業で２億４
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千万円の繰越明許費の設定をお願いするもので

す。これに第３回定例会で承認いただいた既決

分を加えると、一般会計と特別会計の合計で２

０９億８千万円となります。これらについては、

前払金や部分払などによって可能な限り年度内

の支出に努めます。 

なお、今後事業を進めていく上で現場の状況

変化など不測の事態が生じた場合は、契約が済

んでいるものも含め、令和７年第１回定例会で

改めて繰越明許費の追加又は変更をお願いしま

す。  

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

原田委員 例年に比べて補正額が何か小さい気

がしているんですが。昨年はもっと金額が大き

かったと思ったんですが、何か理由があるんで

しょうか。 

五ノ谷土木建築部長 昨年度の補正額は国の補

正予算によるものです。例えば、特に国土強靱

化のための５か年加速化対策予算については、

毎年補正予算で国から内示されます。今回は、

国の補正予算の全体額１３兆円規模の枠は分か

るんですが、実際に公共事業分がどれぐらいだ

とか、国土交通省分でどれぐらいというのがま

だ示されていない状況です。 

 そういった中で、県の事業だけ想定して補正

を組むわけにもいかないため、こちらについて

は、来年の第１回定例会で御提案したいと考え

ています。 

原田委員 衆議院選挙があったことで、やっぱ

りスケジュール的にも遅れてきたということな

んでしょうか。 

五ノ谷土木建築部長 そちらもですし、巷で言

われている与党の状況だとか、そういったもろ

もろの関係もあると聞いています。（「結構で

す」と言う者あり） 

古手川委員長 ほかに御質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 ほかに御質疑等もないので、こ

れより採決に入ります。 

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 御異議がないので、本案のうち

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

次に、第１１６号議案工事請負契約の変更に

ついて執行部の説明を求めます。 

瀬戸道路建設課長 第１１６号議案工事請負契

約の変更について説明します。 

資料の７ページを御覧ください。 

本議案は、令和４年３月２５日に前田建設工

業・菅組・下徳産業特定建設工事共同企業体と

契約した、一般国道２１２号日田山国道路にお

ける藤山トンネル工事の工事請負契約について

変更するものです。 

資料の８ページを御覧ください。 

契約金額の変更について、大きく二つの要因

があります。１点目は、脆弱な岩盤への対応に

よる約５億８，２００万円の増額です。当初、

当工区の地質状況は良質な岩盤が分布している

と想定していましたが、実際に掘削したところ、

資料右側の写真のとおり当初想定よりも脆弱な

岩盤が確認されました。このため、資料中ほど

の図のように、トンネル内部の崩壊を防ぐため

のロックボルト等の支保構造を増強するととも

に、トンネル上面等を掘削前に補強して崩落を

防ぐ補助工法やトンネル下部にインバートと呼

ばれるコンクリートを追加しています。 

２点目は、工期内の労務単価や資材費の変動

に対処するため、公共工事請負契約約款に規定

するインフレスライド条項の適用による約１億

７，３００万円の増額です。以上により、契約

金額について約７億５，５００万円の増額を見

込んでいます。 

資料７ページにお戻りください。 

右上の工事概要に記載のとおり、契約金額は

当初３８億８，８７４万３，５８４円に対し、

変更後が４６億４，３４９万１，３０３円、７
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億５，４７４万７，７１９円の増額となるもの

です。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 別に御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 御異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、第１１７号議案工事請負契約の変更に

ついて執行部の説明を求めます。 

清永港湾課長 第１１７号議案工事請負契約の

変更について説明します。 

 資料の９ページを御覧ください。 

 本議案は、資料左中ほどの工事概要のとおり、

令和５年１０月４日に株式会社三井Ｅ＆Ｓと締

結した、大分港大在地区コンテナクレーン１号

機の令和５年度港起債大第３号コンテナクレー

ン更新工事の請負契約について変更するもので

す。 

本案件については、令和６年第３回定例会の

本委員会において、諸般の報告で契約金額が減

額になる見込みと申しましたが、内容が確定し

たので改めて説明します。 

 契約金額は当初１４億５，６０９万２千円に

対し、変更後が１４億５，２７８万１千円、３

３１万１千円の減額となります。 

続いて、資料右中ほどを御覧ください。主な

変更理由ですが、既設コンテナクレーンの解体

に係る有価物売却費等について現地精査したと

ころ、当初の推定より売却可能な鋼材重量が増

加したことにより変動が生じたため、契約金額

を減額するものです。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 別に御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 御異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、第１１８号議案宅地造成及び特定盛土

等規制法による規制区域の指定に伴う関係条例

の整備についてですが、本案については関係す

る総務企画委員会及び福祉保健生活環境委員会

に合い議していることを申し添えます。それで

は、執行部の説明を求めます。 

秋月都市・まちづくり推進課長 第１１８号議

案宅地造成及び特定盛土等規制法による規制区

域の指定に伴う関係条例の整備について説明し

ます。 

 資料の１０ページを御覧ください。 

本議案は宅地造成及び特定盛土等規制法、通

称盛土規制法に基づく規制を開始することに伴

い関係条例の整備を行うものです。 

初めに法改正の概要です。令和３年７月に静

岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩壊、土石流災

害が発生して甚大な被害が発生したことを受け、

盛土等による災害から国民の生命・財産を守る

ため、宅地造成等規制法を抜本的に改正し、盛

土規制法として、土地の用途にかかわらず危険

な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する

ことになりました。 

 この法律に基づき、知事が盛土等により人家

等に被害を及ぼし得る区域を規制区域として指

定し、規制区域内で行われる盛土等を知事の許

可対象とします。また、許可基準に沿って安全

対策が行われているかを確認するため、定期報

告や中間検査、完了検査を実施します。 

資料の右側が規制区域（案）です。県内全域

を規制区域として、来年５月１日に指定する予
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定です。なお大分市は中核市のため、独自で規

制区域の指定及び運用を行います。 

次に、関係条例改正の主な概要です。今回改

正を行うのは、①大分県土砂等のたい積行為に

関する条例、②大分県使用料及び手数料条例、

③大分県の事務処理の特例に関する条例です。 

①では、盛土規制法と重複する規定について、

目的及び禁止行為から災害防止に係る規定や許

可基準から構造に関する基準を削除します。 

②では、盛土規制法や①に基づく許可申請手

数料等について、盛土規制法関係事務の許可申

請手数料等や①の関係事務の特定事業許可申請

手数料等を改正します。 

③では、市への事務移譲の規定を改正します。

法改正前から事務の一部を別府市に移譲してい

ましたが、盛土規制法に基づく事務の一部につ

いても引き続き別府市へ移譲します。また①の

条例改正に伴い、大分市に移譲している事務の

規定の削除等を行います。 

施行日はいずれの条例も令和７年５月１日で、

盛土規制法の県の運用開始日と同日です。 

資料の１１ページを御覧ください。 

三つの条例改正のうち、盛土規制法に係る土

木建築部関係の改正の概要について詳しく説明

します。 

初めに、運用開始に伴い必要となる手続につ

いて、右上の表の太枠の中を御覧ください。改

正後の宅地造成又は特定盛土等に関する工事で

は、中間検査や定期報告が追加となります。ま

た、新たな許可対象行為である土石の堆積に関

する工事、いわゆる土砂の一時的な仮置きでも、

新たに許可申請や定期報告、完了確認が必要と

なります。 

その下、条例改正の概要です。一つ目は使用

料及び手数料条例、手数料の金額の改正及び新

設についてです。手数料は盛土等を行う面積に

より異なり、面積が５００平方メートルを超え、

１千平方メートル以内の場合の手数料を抜粋し

て左下の表に記載しています。改正後の手数料

は手続や審査項目の増加等に伴い増額となり、

九州各県で同額となる予定です。 

二つ目は事務処理特例条例です。さきほど説

明した別府市への権限移譲ですが、移譲する宅

地造成等工事規制区域における主な事務を右下

の表に示しており、赤書きの中間検査や定期報

告の受理等が追加となります。 

 来年５月１日からの運用開始に向けて、引き

続き来月から盛土規制法に基づく必要手続の周

知を行い、業界を含め県民に広く周知します。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

志村委員 規制区域の案ですが、緑色の部分が

規制されるということですか。境界とかがよく

分からない。 

秋月都市・まちづくり推進課長 ちょっと見に

くくて申し訳ありません。大分市以外は緑色と

ピンク色に分けられており、県内全域が指定さ

れています。ピンク色が旧来の宅地造成等工事

規制区域で、基本的には住宅等がある地域にな

ります。盛土することによって直接的に影響が

ある区域です。緑色については、直接的には影

響はないんですが、静岡県熱海市の土石流災害

のような形で山の上に盛土した結果、それが崩

壊した場合に民家等へ影響を及ぼす区域です。

それにより、全域が規制区域になったというこ

とです。 

志村委員 つまり全域ということですね。（「

そうです」と言う者あり）了解しました。 

原田委員 特定盛土というのはよく分かるんで

すが、例えば、やっぱり宅地造成でも危険な盛

土が行われることがあるのでしょうか。 

秋月都市・まちづくり推進課長 家の横に高い

盛土をする場合などがあり、宅地造成だと１メ

ートル以上の盛土をする場合には規制の対象と

なると。そういった案件もあるため、全国的に

一律でこれを規制しようということです。（「

分かりました」と言う者あり） 

古手川委員長 ほかに御質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

今吉委員外議員 大分市は規制には入っていま

すが、許可申請については大分市独自で許可を
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出すということですか。知事じゃないというこ

とですか。 

秋月都市・まちづくり推進課長 おっしゃると

おりで、大分市長になります。 

今吉委員外議員 市長が出すんやね。（「はい」

と言う者あり）それと今回、いろいろな盛土の

規制がありますが、中津日田道路のトンネルで

掘った土を中津市耶馬溪町の谷にどんどん捨て

ているんですよ。ああいうのは、前は規制があ

ったんですかね。そこはどうでしょうか。 

秋月都市・まちづくり推進課長 今吉議員がお

っしゃるのは中津市耶馬溪町鎌城の……（「鎌

城かはよう分からんけど、耶馬溪町の深耶馬溪

の方だよね」と言う者あり）基本的に、旧土砂

条例が対象かどうかの判断だと思います。当部

は所管していませんが、公共事業で対象外とな

ったようです。今後、盛土規制法となった場合

には、公共事業だと発注者、いわゆる土木事務

所と、都市・まちづくり推進課なのかどうか分

かりませんが、許可する者と協議して構造基準

などの審査をすることになります。 

 もう一方、民地の場合は民地の方が許可を取

ることもあり得ます。それだとそこに持って行

けることになります。 

今吉委員外議員 多分、あれは３年くらい前だ

ったと思うんだけど、そのときは規制がなかっ

たんじゃないですか。そこはどうでしょうか。 

秋月都市・まちづくり推進課長 今吉議員がお

っしゃるとおり、規制はありません。今後、盛

土規正法で５月１日以降に土を盛っていく行為

に対しては規制がかかります。 

今吉委員外議員 その前に、谷にばーっと結構

捨てているんですよ。ああいうのはやっぱり危

険性がないんやろうか。 

秋月都市・まちづくり推進課長 盛土規制の中

で、盛土については５年に１度、現地を点検し

なさいと義務付けられており、今大分県内で３

千平方メートル以上の面積の盛土が約２，５０

０か所ぐらい。昔と今の航空写真を見比べた結

果、盛土ではないかと思われる箇所を今抽出し

ています。それを昨年度末から５年サイクルで

現地調査して、安全か安全でないかという点検

を今から始めようとしています。 

今吉委員外議員 それは５年で調査をするんで

すけど、山の中に入って行って、県職員でそう

いった技術力を持った人がいますかね。 

秋月都市・まちづくり推進課長 技術基準等も

つくった上で調査するので、そういったマニュ

アルをつくって、盛土の勾配や締め固め、排水

処理をしているかどうかを調査して確認するよ

うにしたいと思います。 

今吉委員外議員 じゃあ、それで調査して、そ

れがちょっとおかしいというときはどういった

対応をするんですか。 

秋月都市・まちづくり推進課長 一つは土地の

持ち主に対してですね。それか盛土をした業者

に行政処分という形で指摘をしていく予定です。 

（「分かりました」と言う者あり） 

古手川委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 ほかにないので、これで質疑を

終わります。ほかの委員会から合い議が届いて

いないので、本案の採決は保留し、諸般の報告

が終了した後に行います。 

 次に、第１１９号議案工事請負契約の締結に

ついて執行部の説明を求めます。 

秋月都市・まちづくり推進課長 第１１９号議

案工事請負契約の締結について説明します。 

資料の１２ページを御覧ください。 

本議案は、左上の位置図において赤で着色し

ている都市計画道路、庄の原佐野線の下郡工区

における工事請負契約の締結についてです。 

資料下段の事業区間全体図を御覧ください。

本契約は、図面左側の下郡バイパスをまたぐ第

１橋梁の上部工工事を行うものです。 

 上の工事内容を御覧ください。橋梁延長は２

１０メートル、全幅員１７メートルの橋梁上部

工工事で、契約金額は２７億３，４８６万２，

１９６円、工期は契約締結の日の翌日から令和

９年３月３０日までです。総合評価方式による

入札の結果により、ＪＦＥ・日塔特定建設工事

共同企業体と工事請負契約を締結したく、議会

の承認をお願いするものです。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 
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これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 別に御質疑等もないので、これ

より採決に入ります。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 御異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、付託案件の審査を終わります。 

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

ったのでこれを許します。 

まず、①の報告をお願いします。 

小野建設政策課長 新たな大分県土木建築部長

期計画、おおいた土木未来（ときめき）プラン

２０２４の素案について説明します。 

 本年の第３回定例会において本計画の骨子に

ついて説明しましたが、本日は具体的な取組を

盛り込んだ計画の素案について説明します。 

 紙でお配りしている計画素案の概要版を中心

に説明します。計画素案の本文については、Ｓ

ｉｄｅＢｏｏｋｓ（サイドブックス）に格納し

ています。 

 まず１ページを御覧ください。 

本計画は９月に策定された新しい県長期総合

計画、安心・元気・未来創造ビジョン２０２４

を補完し、土木建築部所管の各種計画を推進す

るための基本的な考え方を示すものです。計画

期間は、令和７年度から令和１５年度までの９

年間とし、中間年に見直しを行います。 

次に２ページの上段を御覧ください。 

社会情勢の変化や時代の潮流について、自然

災害の頻発・激甚化や急速に進む人口減少、イ

ンフラ老朽化の加速、デジタル化の進展など七

つの項目で整理しています。２ページ下段、県

土づくりの目指す方向についてです。誰もが安

心・元気に暮らし、希望あふれる未来を創造（

つく）るときめく（土木未来）県土を基本目標

とし、安心・元気・未来創造ビジョン２０２４

の達成により実現される選ばれるおおいた、共

生社会おおいたを支える基盤となる県土づくり

について、三つの分野で進めます。 

 安心分野では、安心な暮らしを守る強靱な県

土づくりとして防災・減災対策を中心に６施策、

元気分野では、元気で快適に暮らせる地域づく

りとして快適な都市空間の形成など５施策、未

来創造分野では、おおいたの未来を創造するネ

ットワークづくりとして広域道路ネットワーク

の充実など５施策を推進します。 

 続いて、分野ごとに代表的な施策について説

明します。 

３ページを御覧ください。 

資料左上、安心分野の流域治水の推進につい

てです。気候変動の影響により頻発・激甚化す

る水災害のリスクを軽減するため、これまでも

進めてきた河川改修等の抜本的な治水対策に加

え、流域のあらゆる関係者が協働し、ハード・

ソフト一体となって多層的な対策を行う流域治

水の取組を更に強化します。それに加え、安心

分野の施策では土砂災害対策や地震・津波・高

潮対策の推進、交通安全対策やインフラの老朽

化対策の推進、危機管理体制の充実に取り組み

ます。 

 次に、４ページを御覧ください。 

資料左上、元気分野です。快適な都市空間の

形成に向け、交通渋滞を緩和する道路整備やス

マートＩＣの検討等、また道路空間に対する多

様なニーズへの対応やにぎわいのある公園づく

りを進めます。さらに元気分野の施策では、こ

どもや子育て世帯に優しい社会づくりが求めら

れていることから、新たに施策として追加した

こどもまんなかまちづくりの推進をはじめ、快

適な住まいづくりと地域共生社会の実現、持続

可能な環境づくりの推進やおんせん県おおいた

のツーリズム支援に取り組みます。 

 ５ページを御覧ください。 

資料の左上、未来創造分野です。人や物の流

れを活性化する広域道路ネットワークの充実に

向けて、東九州自動車道の４車線化や中九州横

断道路・中津日田道路等の早期完成に向けた取
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組のほか、将来を見据えた道路ネットワークの

検討も進めます。さらに未来創造分野では、地

域を支える道路ネットワークの充実や選ばれる

港に向けた機能強化に加えて、地域の守り手で

ある建設産業の担い手不足に対応するため、新

たに施策として追加したインフラ分野のＤＸ推

進や建設産業を支える人づくりの推進に取り組

みます。 

 次に６ページを御覧ください。 

各施策共通の基本的な考え方や分野横断的な

取組の施策を進める際の視点として、４項目を

掲げています。県民や多様な主体との協働、効

果的・効率的なインフラ整備、自然環境への配

慮や変化する社会課題への対応に加えて、人づ

くり・組織づくりの四つの視点に立って各施策

を進めます。 

 次に７ページを御覧ください。 

計画の進行管理と目標指標について記載して

います。毎年各目標・指標を中心に達成度を確

認し、事業進捗上の問題点や課題を把握すると

ともに、着実な目標達成に向け、事業執行等の

見直しを行っていきます。 

 次に９ページを御覧ください。 

今回の計画では、施策の具体的な取組やプロ

ジェクトを知ってもらうため、関連する施策の

後ろにコラムを掲載しています。本文には１１

のコラムを掲載しており、例示しているのは分

野１の安心な暮らしを守る強靱な県土づくりの

施策、流域治水の推進に関するコラムになりま

す。その他のコラムについては、ＳｉｄｅＢｏ

ｏｋｓの計画素案の本文で御確認ください。 

 今後は１２月中旬からパブリックコメントを

実施し、広く県民の意見を聞いた後、成案を来

年３月の第１回定例会に提出する予定です。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

森副委員長 １０年ぶりの見直しということで、

とても大切な計画づくりだと思っています。 

 その根底となる考え方として、生命を紡ぐ県

土づくりという言葉を私も改めて確認でき、そ

のことを土木建築部で共有する機会をしっかり

つくることが大事だと改めて感じました。それ

ぞれ重要な施策がある中、こどもまんなか地域

づくりということで、今回そちらに視点を置き、

正に生命を紡いでいくことが必要な理念として

盛り込まれたのは非常にありがたいと思います。 

 また少し別の観点から、おおいた土木未来プ

ランに基づいて、各地域で土木未来教室も行っ

ていることは非常にありがたく思っています。

その内容として、例えば建設現場自体を見るの

も良い経験になると思うんですが、それよりも

今はいろんな技術が発達しているので、例えば

スマホで測量したり、座標を見つけに行ったり、

そういった技術で誰でも簡単に一人で測量がで

きる時代になったと。そういった経験を是非、

土木未来教室の中に必ず組み込んでもらえない

かと思います。 

 というのが先日、犬飼小中学校の８年生と９

年生を対象に、豊後大野土木事務所に土木未来

教室をやってもらいました。当然これまで、土

砂災害に関する知識等も伝えてきたと思うんで

すが、今回はグラウンドに出て、建設業協会と

測量設計コンサルタンツ協会の方々や土木事務

所の職員が、８年生と９年生にしっかりとその

技術を伝えてくれました。その中で土木に興味

を持った、土木に関する仕事に就きたいといっ

た感想がすぐ出てきているのは非常に価値のあ

ることだと思うので、土木未来教室を行う際に

は、是非そういった技術を伝える時間を必ずつ

くってもらえないかと。そのことが、何で今ま

で数学や算数を勉強してきたのかということに

直接つながってくる、結び付いてくる。その気

付きを是非与えてもらいたいと改めて感じたの

で、そういった意味で、このプランも含めて土

木建築部の皆さんの技術がしっかり県民に伝わ

る工夫をしてもらえればと思います。 

このことについて、五ノ谷部長、何かあれば

お願いします。 

五ノ谷土木建築部長 森副委員長の話は正しく

そのとおりだと思います。特に土木建築部では、

物の大きさやダイナミズムを体感してもらう取

組は今までもやってきました。一方で、例えば

スマホにより手近に測量ができるようになった
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などの技術の進展も含めて、ものづくりの大切

さや土木事業の社会への貢献について、まだま

だ浸透しきれていないと思っています。 

 １０月に大分駅前で土木建築フェスタを行っ

たんですが、測量設計コンサルタンツ協会では、

そのとき実際にスマホで測量する体験を行いま

した。例えば親子連れで来た子どもに、お父さ

んを測量してみたらと言って、スマホでぐるっ

と一周回って測量し、父親の３Ｄ画像を作って

みると。ああ、これはすごいよね、今の技術っ

てすごいんだねというのを、小学校のまだ低学

年だと思うんですが、そういったところから本

当に興味を持ってもらうために必要なのは、正

に森副委員長がおっしゃった内容だと思ってい

ます。 

 土木未来教室は各土木事務所でやっています

が、今の森副委員長の視点も踏まえて、そうい

った取組をしっかりやっていきたいと思います。 

澤田委員 県土強靱化は非常に大事なことだと

思っています。今回のおおいた土木未来プラン

も非常に素晴らしいと思って拝見しました。 

 その中で、分野２の快適な住まいづくりと地

域共生社会の実現なんですが、今回大分市明野

にある県営住宅の建て替えにおいて、非常に素

晴らしいバリアフリー等もしてもらっているの

は重々分かっています。ただ今、国土交通省は

やはり高齢者が安心して暮らせるところもモッ

トーにしています。また、若者政策において公

営住宅を活用することも国の施策として入って

きていますが、その中でやはり一番問題なのは

今、実際に住んでいる御高齢の方がどうしても

年が経つにつれて足腰が弱くなって、高層階に

いる方が１階に移動したいという要望が非常に

多くなりつつあります。 

 先日の定例会でも堤議員が話していましたが、

今後、高齢者が増えていく段階において、必ず

そういった問題はどんどん増えていくことが予

想されていくと思うんですが、そういった試算

は現状握っているんでしょうか。その統計とい

うか、例えば今６０歳以上の方が住んでいると

想定したときに、じゃあ１０年後、２０年後に

そういった方たちが大体１割ぐらいは１階に移

動したいという希望が多分あるんじゃないかと

いうのは想定されると思うんですね。 

 今回の県土づくり、アクションプラン、おお

いた土木未来プランの中でも、そういった新た

なニーズが想定される計画に対してどうしてい

くというのが、この中では県営明野住宅しかま

だ話が出てきていません。ですから是非、そう

いったことも一つプランの中に入れていただけ

れば、県民の皆様も安心するんじゃないかと思

っていますが、そこの点はいかがでしょうか。 

後藤公営住宅室長 率直に申して、高齢者で県

営住宅に入っている方は今たくさんいますが、

その方の１０年後などの試算は現在行ってはい

ません。バリアフリーの取組はしており、今回

資料も入れていますが、県営住宅の１階で特に

バリアフリー化を進めていって、今後、高齢の

方は１階への住替えを望む方がまた増えると思

うので、その際にはバリアフリーの住宅をしっ

かり準備しておかなければいけないと思ってい

ます。そういった形も取りながら、今後の高齢

化社会に対応していきたいと思います。 

澤田委員 ありがとうございます。恐らく１階

にバリアフリーの住宅があるとなったら、多分

またそれが連動して、じゃあ私も１階に住みた

いなという波動が起こってくるんじゃないかと

思うんですね。ですから、それはそれとして本

当に素晴らしい活動なので、さらにそのニーズ

に要求に応えられる計画をですね、１階だけじ

ゃなくてせめて２階とか。 

あとやっぱり待っている方の優先順位も、当

然医師の診断書などが加味されるのは重々分か

っているんですが、それに当たらなくても本当

に階段を上るのが大変な方もたくさんいます。

限られた住宅なのは本当に重々分かっているん

ですが、そういったニーズがあることも踏まえ

て、また今後の計画に予算申請してもらえれば

助かると思っています。要望です、よろしくお

願いします。 

古手川委員長 ほかに御質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 
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今吉委員外議員 長期総合計画は県で全体的に

つくるんでしょうけど、今回土木建築部では社

会インフラの老朽化はやっぱり検査の技術力が

上がらないといけないんですよね。土砂の急傾

斜地なんかも、土壌によって同じ形だけじゃい

かないんですよ。そういう技術力というのは、

土木建築部の職員も２、３年で替わるじゃない

ですか。だから、もっと民間と手を組むことも

大事だと思うんです。民間を活用するというか。

部長でも土木建築部に２０年もいるわけじゃな

いでしょう。やっぱり何年かで替わるじゃない。 

だから技術力というのは、今インフラが１番。

今回も日田市の三郎丸橋も事前の検査機能をち

ゃんとすればどうにかなったんでしょうけどね。

そういう技術力は、土木建築部の職員だけだと

やっぱりちょっとハードルが高いと思うんです

よ。だから、民間をどんどん利用するのは難し

いんでしょうかね。 

小野建設政策課長 土木技術職員の技術力につ

いての質疑だと思います。まず土木技術職員に

ついては、やはり我々も技術の継承には重点を

置いており、各種研修などでそれぞれ経験を積

んだ知見等を継承する取組を進めています。 

 さらに民間の活用ですが、例えば大規模な崩

落が起こった原因を調査する際は、やはり我々

土木技術職員だけではなく、民間の専門家に一

緒に入ってもらって、そこの原因等の調査を行

っているのが実態です。なので、必ずしも県庁

内部の土木技術職員だけで判断していることも

ありませんし、今後も必要に応じてそういった

民間の活用は続けていきたいと考えています。 

今吉委員外議員 災害が起こった後の調査じゃ

なく、事前の確認や被害が起こらないような技

術力がないといけないと思うんですね。 

小野建設政策課長 例えば施設については、５

年に１回、３年に１回など、土木事務所の職員

によるいわゆる目視点検や間隔を置いた詳細点

検など、定期的な点検をやっています。そうい

ったときにはやはり民間、いわゆる専門知識を

持った職員がしっかりと定期的に詳細点検をし

て、そういったものを我々も引き継ぎながら進

めている状況です。 

今吉委員外議員 日田市の三郎丸橋は点検をち

ゃんとやっていましたか。  

成瀬道路保全課長 三郎丸橋の点検については

しっかりやっていますし、点検の方法について

は外部委託になっているので、実際にはコンサ

ルタント会社が点検をしていると。それにあわ

せて、通常あそこは交通量が多いですから、土

木事務所の職員が毎日通って――これは桁下の

ことはよく分かりませんが、道路に異常がある

かどうかは日常のパトロールで確認を行ってい

る状況です。 

今吉委員外議員 橋梁の柱とかの点検も必要だ

と思うんですよ、道路だけじゃなくて。三郎丸

橋も、点検をちゃんとしていてあんなことが起

こるとなったら、やっぱり何かショックだと思

うんですよね。だからもっと、そういった事前

の点検については、橋の下まで確認するといっ

たことが要るんじゃないですかね。 

成瀬道路保全課長 橋梁の点検については、当

然走っている橋面ですね。それから裏の床版で

あったり、下部工の詳細なひび割れの状況であ

ったり。これは５年に１度、法点検で全てチェ

ックすることになっているので、今回の三郎丸

橋についてもそれは行われていたと。なので我

々としては、一応全部の点検について外部コン

サルタントに委託し、詳細な点検をしていると

認識しています。 

五ノ谷土木建築部長 今吉議員の御心配と言い

ますか、成瀬道路保全課長からも説明したよう

に、職員もですが民間委託もしながら定期点検

や詳細点検をしている一方で、実際に三郎丸橋

のような事態が起きてしまった事実があります。

これについては我々も大変ショックで、もう過

去４０年、５０年経っている、いわゆる高度成

長期に建てられた構造物について特に心配して

います。 

 そういった中でどんな調査をやっていくのか。

三郎丸橋のような被災が起きないように、さき

ほど森副委員長もおっしゃっていましたが、い

わゆる技術的な革新も含めて、どういった形で

事前に対策ができるのか。一つは今、やっぱり

トンネルや橋梁も事後保全ではなくて、事前に
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予防する保全のやり方にシフトしようとしてい

ます。起きてしまってからではなくて、まずは

事前に、先回りしてしっかりやっていきたい。

それとあわせて、職員の研修とか実際の技術革

新とかいろいろですが、そういったものを含め

てバランスよくやっていきたい。 

 ただ、さきほど異動の話がありましたが、や

はり職員もどんどん替わっていくので、技術の

継承、現場をちゃんと見る目、そういった知見

も含めてしっかり技術職員の研修もやっていき

たいと思います。 

古手川委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 五ノ谷部長が言うように、５０

年に１回、１００年に１回の災害が３年のうち

に３回来ると。そういった非常に難しい部分で

大変苦慮しながら、いろんな形で国の指導をも

らい、また市町村を指導しながら今取り組んで

いると思います。引き続きしっかりやっていた

だきたいと思います。 

 ほかに御質疑等もないので、次に②の報告を

お願いします。 

小野建設政策課長 新たな大分県地域強靱化計

画の素案について説明します。 

本年の第３回定例会で本計画の骨子について

説明しましたが、具体的な推進方針を盛り込ん

だ計画の素案について、お配りしているＡ３横

の資料、新たな大分県地域強靱化計画の素案（

概要）を中心に説明します。計画素案の本文に

ついてはＳｉｄｅＢｏｏｋｓに格納しているの

で、そちらも御覧ください。 

資料の左上、本計画の目的は、南海トラフ地

震など大規模自然災害によって重大な危機が発

生した場合において、十分な強靱性を発揮でき

るように施策を総合的かつ計画的に推進してい

くためのものです。 

 次にその下、計画の主な構成について説明し

ます。第１章では、目指すべき姿として災害に

強い県土づくりと危機管理の強化を掲げ、これ

を実現するため四つの基本目標や本計画を推進

する上での基本方針などを定めています。第２

章では、起きてはならない最悪の事態を想定し、

六つの事前に備えるべき目標と３１の起きては

ならない最悪の事態を設定し、脆弱性評価をし

ています。第３章では脆弱性評価で抽出した課

題等に対する推進方針について、第４章では毎

年進捗を管理するための年次計画の策定などに

ついて記載しています。 

次に資料右側を御覧ください。第３章の関連

で、土木建築部関係を中心に新たに改定した推

進方針を説明します。 

個別施策分野（１）行政機能、警察・消防等

の分野①では、避難所の環境整備や避難所運営

を支援する人材を養成し、能登半島地震など近

年の大規模災害で課題となったプライバシーの

確保など、避難者の多様なニーズに対応します。

（２）住宅・都市、環境の分野①多数の者が利

用する民間建築物に対する耐震改修補助制度に

よる支援や②上下水道の施設等の耐震化、老朽

化対策などを促進し、被災時の機能確保を図り

ます。（４）エネルギー、情報通信、産業構造

の分野③では、企業のＢＣＰ策定の重要性を周

知し、策定支援を商工団体と連携して実施する

ことで迅速な復旧や事業継続ができるよう取り

組みます。（５）交通・物流の分野②では、東

九州自動車道の４車線化や高規格道路、港湾の

整備など広域交通網の着実な整備を推進し、災

害時の輸送を確保します。（７）国土保全の分

野③では、あらゆる関係者と協働して流域治水

を推進し、頻発・激甚化する災害に対してハー

ド・ソフト一体となった取組を強化します。 

続いて、横断的分野（Ｃ）防災教育・人材育

成の分野①では、自主防災組織など防災現場に

おける女性参画を拡大するとともに、女性視点

を持った防災人材の育成を図ります。（Ｅ）デ

ジタル活用の分野②では、現場におけるドロー

ンやＡＩ等の活用やＩＣＴ施工の実施など、デ

ジタル技術を活用し県土強靱化の取組を効率的

に進めていきます。これらの推進方針に基づき

全７１項目の目標指標を設定し、毎年進捗管理

を行います。以上が新たな大分県地域強靱化計

画の素案（概要）です。 

 今後は１２月中旬からパブリックコメントを

実施し、広く県民の意見を聞いた後、成案を来
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年３月の第１回定例会で報告する予定です。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

玉田委員 大分県地域強靱化計画の基本的な考

え方について、中長期的に取り組むべき課題の

中で、老朽化したインフラ施設の予防保全、そ

の後に第２章で脆弱性の評価が挙がっています

が、この辺はどう手続を踏んでいくのか。さき

ほどの計画の中だと老朽化したインフラ施設の

長寿命化がありましたが、その中でチェックの

段階で脆弱性評価も一緒にやっていくのか。そ

の辺の手続について一つお願いします。 

 それともう一つ、横断的分野の中で初めて聞

いたんですが、Ｂの②避難させ隊というのはど

この部局の事業なんですか。この２点ですね。 

小野建設政策課長 さきほどの老朽化対策の話

です。まず脆弱性評価では、起きてはならない

事態を３１項目で設定しています。その中で、

施設の機能――災害が起こったときに施設がし

っかりと機能できるという意味で施設の老朽化

対策を進めていくものです。脆弱性評価は、そ

ういった方針に基づいて取組を進めていく政策

方針に対して、それが正当なものになっている

かどうか評価しているものです。老朽化対策に

ついて今後我々が進めていく方針の評価をやる

ということで、実際に老朽化対策自体の具体的

な部分を評価するものではありません。ちょっ

と分かりづらいですかね、本編を……（「また

後でゆっくり」と言う者あり）すみません。な

かなかこの概略までいくと流れを説明しづらく

なっているので、ちょっとまた改めて説明しま

す。 

 それから、ここに書いている避難させ隊の避

難訓練の支援で──ちょっとお待ちください。

こちらも他部局の取扱いになるので、一度また

確認して説明します。（「分かりました。あり

がとうございます」と言う者あり） 

古手川委員長 ほかに御質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 ほかに御質疑等もないので、次

に③の報告をお願いします。 

瀬戸道路建設課長 おおいたの道構想２０２４

（素案）について報告します。 

資料の１３ページを御覧ください。 

 おおいたの道構想は、県の目指すべき道路整

備のあり方や目標、進め方を示す計画であり、

上位計画である大分県長期総合計画及び大分県

土木建築部長期計画を補完するものです。 

 計画の策定理由ですが、上位計画と同様、平

成２８年３月に策定した現計画おおいたの道構

想２０１５が最終目標年度である令和６年度を

迎えたことから、新たな計画を策定するもので

す。 

 計画期間は令和７年度を初年度とし、最終目

標年度は上位計画と同じく令和１５年度までの

９年間です。 

 右側の施策体系を御覧ください。本計画では、

上位計画の施策分野の安心・元気・未来創造に

対応して、生活の安全・安心を高める道路整備、

元気で快適に暮らせる地域づくりを支える道路

整備、おおいたの未来創造に向けた道路整備の

三つの分野において、それぞれ施策を展開しま

す。 

 資料の１４ページを御覧ください。 

各分野の代表的な取組について説明します。

まず安心分野です。防災・減災対策では、災害

時の救命活動などを速やかに行うための優先啓

開ルート上にある橋梁の耐震化、法面の落石対

策などを推進します。交通安全対策では、円形

の交差点ラウンドアバウトの導入、また生活道

路の一定区域において時速３０キロメートルの

速度規制区間に物理的な対策を行い車両の速度

抑制などを促すゾーン３０プラスなどの取組を

推進します。老朽化対策では、ＡＩやドローン

を活用した点検などを推進します。 

 次に元気分野です。渋滞対策では、快適な交

通環境の形成に向け、主要渋滞箇所を中心にハ

ード・ソフトの両面から取組を推進します。快

適で多様なニーズに対応した道路空間の形成で

は、自転車通行空間の整備や道路空間における
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にぎわい、憩いの場の創出に取り組みます。ツ

ーリズム支援では、県内外からの観光客の来訪

を促進する道路整備などを推進します。持続可

能な環境づくりでは、国のカーボンニュートラ

ル宣言を踏まえたＣＯ２排出量削減に向けて取

り組みます。 

 最後に未来創造分野です。広域道路ネットワ

ークの充実では、東九州自動車道の４車線化や

中九州横断道路、中津日田道路の整備など高規

格道路の早期完成に向けた取組を推進します。

地域を支える道路ネットワークの充実では、幹

線道路の整備やインターチェンジなどへのアク

セス強化に寄与する道路整備、未改良区間が残

る道路の着実な改善を図ります。 

今後、素案の内容についてパブリックコメン

トなどにより幅広く意見を募った上で成案を作

成し、来年３月の第１回定例会において成案の

内容を報告する予定です。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

桝田委員 ちょっと管轄が違うところもあると

思うんですが、観光客に向けた部分。これは令

和６年第４回定例会で戸高議員からもあったん

ですが、表示が消えているとか、僕もよく言わ

れるのが線がすごく消えていると。やっぱり道

路整備を含めた部分で警察としっかり連携を取

っていかないと、観光客にとって事故が起こり

得る可能性が非常に高いと思っています。そこ

をしっかり、警察とどのように組んでいくかは

大事だと思うので、そのような考えがあればち

ょっと教えていただきたいと思います。 

成瀬道路保全課長 まず令和６年第４回定例会

で戸高議員の要望にあった内容については今、

警察と土木建築部で協議している最中です。  

 また区画線について、警察と道路管理者が引

くラインは、横断歩道は警察といったふうに実

際は種類が分かれており、それについてはお互

いがそれぞれの予算で引くことになっています。

施工時期等については、当然舗装の補修を行う

といった事例があるので、施工場所については

常に担当の土木事務所と警察署が連携を取りな

がら時期を合わせています。 

 もしその中でどうしても間に合わない事象が

発生したら、まずはどちらかが施工する形で、

利用者に迷惑がかからない方策を取っているの

が現状です。 

 絶えず状況は変化するので、我々の道路パト

ロールや県警の警ら活動の中で異常を見つけた

ら、それぞれ連絡を取ることも申し合わせて日

頃からやっているので、一層それに取り組んで

いきたいと思います。 

桝田委員 ありがとうございます。そこは線が

どこかというのは分かっているんですが、そこ

ら辺の連携――やっぱり行き届いていないとこ

ろが別府市なんかは特に多いと地元からも声が

上がるので、細かく言うならできれば自治会と

も連携を取れると非常に良いのかなと思います。 

言い出したら切りがありませんが、やっぱり

そういった部分で、まずはきっちり大きいとこ

ろからやっていくとかいろいろあると思います。

そういったことを期待して要望として上げてい

るので、是非とも検討をお願いします。 

森副委員長 今のいわゆる地名表示板の件につ

いては、昨日の文教警察委員会で明確な回答を

もらえました。これは以前から私どもも地域の

皆さんの声をあげていたんですが、土木建築部

と警察どちらがするのか、これまでなかなか改

善されませんでしたが、地名表示板については、

警察が責任を持って今後維持管理していくと昨

日交通部長から話がありました。私もこの話を

しようと思っていたんですが、そういうことで

あれば、地名表示板が消えている部分に関して

は道路管理者としての意見もしっかりと警察に

伝える。そして、警察はしっかりそれを予算措

置していかなければならないので、それは私ど

もがしっかり後押ししていかなければならない

と思っています。 

 さきほど成瀬道路保全課長が言ったように、

是非とも警察本部と連携をして、県民の皆様の

そういった困り事や要望について解決していた

だきたいと思います。 

 そして今の計画に関して、適切で効率的な維

持管理の分野では、やはり道路の維持管理、特
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に草刈りに関しては県民の要望も多いというこ

とですが、今年度それについて予算化をしてい

ただきましたが、まだまだ行き届かない部分が

あると思っています。今後もこのことについて

はしっかり対応してもらえるように、予算面で

土木建築部からもしっかり必要な分の要望をし

てもらいたいと思います。 

 最後に広域交通ネットワークの充実に関して

ですが、やはりネットワークはしっかりつなが

っていないと効果を発揮することができないと

思います。中九州横断道路についても、早期の

整備が今後も必要だと思っています。これは大

分県内だけつながっても意味がないわけで、私

が今一番課題だと思っているのは、この前も話

には出ませんでしたが――これはどうしてなか

なか話に出ないのか、タブーなのか分かりませ

んが、いわゆる滝室坂道路を下りた坂梨地域か

ら阿蘇西インターチェンジ間の平地部分の計画

について、誰も一言も言葉を発さないんですよ

ね。これについては私、実は九州中央３県議員

連盟で今度しっかりとテーマとして取り上げた

いと思います。ついては、このことについて熊

本県側としっかり土木建築部でまず話をしてお

いてもらいたいと思っています。 

 熊本県議会もこれについては触れていません。

ですが、やはり今言ったように、ネットワーク

がつながらないと意味がありませんので、ちょ

っとそのタブーに私は突っ込んでいこうかと思

っています。タブーじゃないかもしれませんが。

ここは前に進めるために、あの区間が途切れて

くると、あそこの渋滞は今でもものすごく激し

いので、その件について課題としてしっかり捉

えてもらいたいと思います。 

 以上３点です。 

古手川委員長 今の森副委員長の最後の部分、

五ノ谷部長何か――瀬戸道路建設課長。 

瀬戸道路建設課長 ３点目に関しては、私はタ

ブーではないと認識しています。基本的に阿蘇

のカルデラの中の話だと思いますが、環境の面

でほかよりも少し規制が厳しい区間になってい

るので、恐らく皆さんの認識として、あそこで

事業をやるのはちょっとハードルが高いと。で

きなくはないと思うんですが、いろいろ制約が

ある点で、時間がかかるだろうとの認識がある

と思います。 

 そういった中で、まだ中九州横断道路のほか

にも事業化されていない区間や整備中の区間が

多数あるので、まずはそちらに注力するという

考えだと私は認識しています。決して議論でき

ない、検討できないものではないので、熊本県

ともしっかりと情報共有し連携を図って、こち

らについても一緒に取り組んでいけたらと思っ

ています。 

森副委員長 是非よろしくお願いします。 

 これについては私、実は今度、阿蘇市長に直

接話をしてみようかなとも思っているんですが、

やはり地元が動いてくれないと事業が進まない

と思うので、どうぞよろしくお願いします。 

古手川委員長 ほかに御質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 ほかに御質疑等もないので、次

に④の報告をお願いします。 

松尾河川課長 令和６年台風第１０号に関する

災害対応の進捗状況について報告します。 

資料の１５ページを御覧ください。 

まず、公共土木施設の被害状況についてです。 

資料の赤枠、公共土木施設合計欄を御覧くださ

い。台風第１０号による被害は県内７８５か所、

被害総額は２５１億９，１００万円です。 

その下に令和５年梅雨前線豪雨における被害

箇所及び被害額を記載していますが、台風第１

０号は共に昨年度を大幅に上回っており、被害

が甚大であったことがうかがえます。また特徴

として、国東半島周辺の国東市や杵築市、豊後

高田市、由布市を中心に広域的な被害が発生し

ています。 

続いて、現在の状況及び今後の予定です。現

在、１０月２９日から毎週各地域において現地

での災害査定を実施しており、１２月２０日ま

で行う予定です。災害査定の進捗率は１１月末

時点、被害箇所ベースで約６割となっています。 
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今後は査定が終了したものから早期工事発注

を順次進めるとともに、土木建築部一丸となり、

スピード感を持って１日でも早い復旧・復興に

向けしっかりと取り組んでいきます。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 別に御質疑等もないので、次に

⑤の報告をお願いします。 

清永港湾課長 大分港港湾脱炭素化推進計画（

案）について報告します。 

資料の１６ページを御覧ください。 

 まず左上、本計画の背景について説明します。

我が国では、令和２年１０月の臨時国会におい

て、２０５０年カーボンニュートラルの実現を

目指すことが宣言されました。また令和３年６

月には、経済産業省が中心となり関係省庁と連

携して策定した、経済と環境の好循環を作って

いく産業政策である２０５０年カーボンニュー

トラルに伴うグリーン成長戦略において、カー

ボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成の推進

が明記されました。これを受けて令和４年１２

月に行われた港湾法の改正により、港湾管理者

は港湾脱炭素化推進計画を作成することができ

ると規定され、産業拠点でありエネルギーの消

費拠点である港湾地域の脱炭素化の取組につい

て、計画的に進める素地が整っています。 

次に、港湾脱炭素化推進計画について説明し

ます。左下を御覧ください。計画の目的ですが、

産業の構造転換及び競争力強化への貢献、荷主

や船社から選ばれる競争力のある港湾の形成な

どがあげられます。その方策としては、次世代

エネルギーである水素・アンモニア等の輸入や

貯蔵等の環境整備、脱炭素化に配慮した港湾機

能の高度化、集積する臨海部産業との連携が考

えられます。こうした取組により、全体として

温室効果ガスの排出量と吸収量等の差引きゼロ

を目指すこととなります。 

策定にあたっては、下の図のように港湾脱炭

素化推進協議会を組織し、立地企業や船会社な

どの関連団体、国、地元市町村はもちろんのこ

と、県の関連部局とも綿密な連携を図っていま

す。また、県内では重要港湾５港にて計画の策

定を予定しており、現在は大分港、津久見港、

佐伯港の３港で協議会を立ち上げています。 

中でも、大分コンビナートをはじめ多数の企

業を抱える大分港では、二酸化炭素の排出量が

多く企業間の連携による取組も必要なことから、

他港に先立って計画策定を進めてきました。 

次に資料の右側、上段にイメージ図を示して

いますが、その下を御覧ください。計画策定に

あたり、令和４年３月に大分港港湾脱炭素化推

進協議会を立ち上げています。協議会には４０

のコンビナート関連企業などに御参加いただき、

これまで４回開催しています。 

各企業で検討が行われている主なものとして、

照明のＬＥＤ化など現実的な取組のほか、水素

等への燃料転換や二酸化炭素を回収・貯留する

ＣＣＳなど技術革新を見据えたものも本計画に

記載しています。また、こうした取組の記載に

ついては、商工観光労働部で検討が進められた

グリーン・コンビナートおおいた推進構想と調

整しています。 

さらにその下の表には、２０５０年カーボン

ニュートラルに向けた二酸化炭素排出量の目標

を示しており、中期である２０３０年には３６

％削減の目標を設定しています。この数値は、

生活環境部が策定した第５期大分県地球温暖化

対策実行計画の目標値と整合を図りました。 

 最後に資料の右下、今後のスケジュールを御

覧ください。パブリックコメントを実施した上

で２月に協議会を開催し、成案を得たいと考え

ています。その後、改めて本委員会へ成案を報

告し、公表する予定です。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 
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〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 別に御質疑等もないので、次に

⑥の報告をお願いします。 

秋月都市・まちづくり推進課長 令和５年３月

に九州旅客鉄道株式会社と工事委託契約した都

市計画道路、庄の原佐野線下郡高架橋下部工工

事の進捗状況について報告します。 

資料の１７ページを御覧ください。 

本工事は、庄の原佐野線下郡工区において、

資料下段の事業区間全体図の赤で着色したＪＲ

豊肥本線をまたぐ第３橋梁の下部工２基を構築

するものです。向かって左側の下郡バイパス側

がＰ７橋脚、向かって右側の米良バイパス側が

Ｐ８橋脚です。 

次に１８ページを御覧ください。 

本工事では契約金額の増額と工期の延伸が見

込まれるため、その主な内容について説明しま

す。まず契約金額の変更ですが、大きく三つの

要因がです。 

１点目は、物価上昇等による８千万円の増額

です。労務単価や資材費等の急激な変動に対処

するため、契約単価の見直しが生じたものです。  

２点目は、矢板の打設方法の変更による３千

万円の増額です。Ｐ７橋脚の床掘が鉄道敷や現

道へ影響しないよう土留工として矢板の打込み

を計画していましたが、転石により打込みが困

難になったことから、転石を破砕しながら圧入

する工法へ変更するものです。 

３点目は、水路埋設管の移設の追加による３

千万円の増額です。Ｐ８橋脚の床掘時に水路組

合との事前確認とは異なる位置で水路管が埋設

されていたことから、水路管の移設を追加する

ものです。 

次に工期の延伸についてです。３点目の水路

埋設管の移設について、調査・設計や管理者協

議に３か月、仮移設・復旧工事に３か月の期間

が必要となるため、計６か月の工期延伸を見込

んでいます。 

 以上により、契約金額の約１億４千万円の増

額と６か月の工期の延伸を見込んでいます。 

古手川委員長 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。委員の皆様から御

質疑、意見等はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、御質疑あり

ませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小野建設政策課長 さきほどの脆弱性評価のと

ころで、今ここで補足できるものはちょっと説

明したいと思います。よろしいでしょうか。 

古手川委員長 はい。では小野建設政策課長、

お願いします。 

小野建設政策課長 さきほどは大変失礼しまし

た。 

 少し仕組みを説明しますと、この大分県地域

強靱化計画は、起きてはならない最悪の事態を

設定しています。後で中身を見ていただけると

そういった記載が３１項目挙がっていますが、

例えばその中で、上下水道施設に係る長期間に

わたる機能停止については、起きてはならない

項目として一つあげています。そうしたときに、

長期に停止させないための施策について、各部

局で土木建築部がそれぞれ施策を提案していき

ます。土木建築部では、老朽化対策や耐震化な

どの施策が必要なところを計画の中に盛り込ん

でいます。それが今の状況を回避するための施

策として、効果、例えば達成基準――今の老朽

化の基準や状況の妥当性を図るのが脆弱性評価

です。老朽化対策は、土木建築部が挙げている

施策になります。その施策がこの強靱化に資す

るかどうかを評価するのが脆弱性評価という形

で整理しています。よろしいでしょうか。 

 実はこれは一例で、老朽化対策はいろんな施

策に関連しています。なので土木建築部として

は、そういった起きてはならないあらゆる最悪

の事態の中に、老朽化対策を盛り込んでいます。 

 それからもう１点、避難させ隊です。これは

県がＮＰＯ法人大分県防災活動支援センターへ

委託しているもので、市町村や自主防災組織の

訓練計画等で連携を取っています。訓練の立案

から実施までをサポートセンターに委託して支

援してもらっています。（「分かりました。あ

りがとうございました」と言う者あり） 

古手川委員長 ほかにありませんか。 
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〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 別に御質疑等もないので、以上

で諸般の報告を終わります。 

 それでは、さきほど採決を保留した第１１８

号議案宅地造成及び特定盛土等規制法による規

制区域の指定に伴う関係条例の整備について、

これより採決に入ります。なお、本案について

合い議をした総務企画委員会及び福祉保健生活

環境委員会の回答は、全て原案のとおり可決す

べきとのことです。 

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 御異議がないので、本案は原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

この際ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 委員外議員の方は、ほかに何か

ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 別にないので、これをもって土

木建築委員会を終わります。 

執行部はお疲れ様でした。 

 

〔土木建築部、委員外議員退室〕 

 

古手川委員長 これより内部協議を行います。 

 まず、閉会中の所管事務調査の件についてお

諮りします。 

お手元に配付のとおり、各事項について閉会

中継続調査を行いたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 御異議ないので、所定の手続を

取ることにします。 

以上で予定されている案件は終了しました。

この際、ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

古手川委員長 別にないので、これをもって土

木建築委員会を終わります。 

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


